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掲載資料　知事あて『廃置分合について（申請）』 

　真岡市議会、二宮町議会の平成 20年９月定例会に次の４件の合併関連議案が提案され、両
市町の議会とも全会一致で原案のとおり可決された。

【真岡市及び芳賀郡二宮町の廃置分合について】 
　平成 21年 3月 23日から二宮町を廃し、その区域を真岡市に編入することを栃木県知事へ
申請する旨の内容。

【真岡市及び芳賀郡二宮町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について】 
　合併に伴う財産処分について、真岡市と二宮町で合併協議に基づいた協議書を取り交わす
旨の内容。

【真岡市及び芳賀郡二宮町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について】 
　合併に伴う議会議員の定数及び任期に関する経過措置について、真岡市と二宮町で合併協
議に基づいた協議書を取り交わす旨の内容。

【真岡市及び芳賀郡二宮町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について】 
　合併に伴う農業委員会委員の任期に関する経過措置について、真岡市と二宮町で合併協議
に基づいた協議書を取り交わす旨の内容。

合併申請  

　平成 20年 9月 29日、福田武隼真岡市長と藤田忠義二宮町長は栃木県庁を訪問し、福田富
一栃木県知事に合併申請書（廃置分合について（申請））を提出した。
　今回の申請により、今後は県と国による法定手続きが進められ、来年 3月 23日に新「真岡市」
が誕生することになった。
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